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こおりやま広域圏 
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チャレンジ「新発想」研究塾とは 

住民ニーズを的確に捉え地域の魅力を高

めた住民満足度の高いまちづくりを実現する

ため、住民生活を直視し、新しい発想のもと知

恵と工夫を活かした実効性のある施策の調査

研究を行うとともに、こおりやま広域圏の若手

職員の政策形成能力の向上に資するこおり

やま広域圏チャレンジ「新発想」研究塾（以下

｢研究塾｣という。）を設置しています。

 

本市では、これまでも若手職員による政策

研究会を設置し、新たな行政課題解決や、職

員の政策立案能力向上に取り組んできました。 

2018 年度（平成 30 年度）からはこおりやま

広域連携中枢都市圏（こおりやま広域圏）の

連携事業として、こおりやま広域圏の市町村

職員に対象者を拡大し、今年度は、郡山市・

須賀川市・二本松市・田村市・本宮市・大玉

村・鏡石町・天栄村・猪苗代町・石川町の５市

３町２村の若手職員 12名で取り組みました。 

 

若手職員による政策研究会の変遷 

 平成 ８年度～平成１７年度  『きらめき２１推進研究会』 

 平成１８年度～平成２４年度  『ハーモニー推進研究会』 

 平成２５年度～平成２９年度  『チャレンジ市役所「新発想」研究塾』 

 平成３０年度～          『こおりやま広域圏チャレンジ「新発想」研究塾』 

塾生の対象をこおりやま広域圏１７市町村に拡大！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジ「新発想」研究塾とは 

イノベーション 

～新しい価値の創造～ 
Innovation 

若手職員 新発想 こおりやま 
広域圏 
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こおりやま広域圏とは 
 
郡山市を中心に、須賀川市、二本松市、田村市、 

本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、 

石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、 

三春町、小野町の５市８町４村で形成する 

「こおりやま広域連携中枢都市圏」のこと 

です。17市町村それぞれの強みや資源を 

生かし、人・モノ・情報が行き交う歴史的・ 

文化的にも結びつきが強い地域です。 

 

 

17 市町村のネットワーク 
 

人口減少・少子高齢社会の進展により、地

域における行政サービスの質の維持が難しく

なることが予想されています。 

そこで、近隣市町村が互いに手を取り合い、

協力して圏域内の行政サービスを提供するな

ど、「ONE TEAM 17」の精神のもと、互いに地

域の良さを尊重し、「広め合う、高め合う、助

け合う」関係を構築し、圏域の皆さんが、将来

も安心して快適に暮らせる地域づくりを目指し

ています。

 

こおりやま広域圏とは 
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開講式・オリエンテーション【2022 年 7 月】  

開講式は、対面とオンラインを併用し、7月 13日に開催 

しました。 

今年度は、郡山市１名、須賀川市２名、二本松市１名、 

田村市２名、本宮市１名、大玉村１名、鏡石町１名、天栄村 

１名、猪苗代町１名、石川町１名の計 12名（男性９名、女性 

３名）の意欲あふれる若手職員が公募により集まりました。 

開講式では、塾生の紹介を行い、本研究塾の塾長である 

品川市長から激励をいただきました。その後、事務局より 

今後のスケジュールや課題抽出の進め方などのオリエンテ 

ーションを行いました。 

 

 

 

 

 

 

年間スケジュール 
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調査・研究スタート（７月～１月）

 

＜基本的な進め方＞ 

・開催頻度、時間は塾生にて調整を行う。 

・対面、オンラインを併用し討議を行う。 

・討議内容は、記録票にまとめ、進捗等を事務局へ 

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会・模擬発表会（８月・11 月）  
 

 調査研究の進捗状況の共有及び他の班員からの情報提供や新たな視点からのアドバイスを目

的として、８月及び 11月にそれぞれ開催しました。 

 両機会を経て、提案内容の深化だけではなく、報告用資料の見せ方や報告方法の向上が見ら

れ、１月の報告会に向け、各班で試行錯誤していきました。 

①調査研究テーマの方向性を決める 

各グループは、まず具体的な調査研究の

テーマ設定に取りかかりました。 

こおりやま広域圏が抱える課題等を元に、

様々な地域が置かれる現状を調査していくこ

とで、お互いの興味関心を踏まえ、調査研究

の方向性を決定しました。 

次は、具体的な提案内容について検討し

ました。課題は何なのか、その課題解決とな

る手法について、先進事例などを調査し、そ

して「こんな事業があったら面白い」と若手職

員らしい 『新発想』 を追及しました。 

②提案内容について具体化する 
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富山市役所 

（現地視察） 
公共交通機関への投資を起点とした
コンパクトシティの造成およびその波
及効果について 

富山県若者就業支援センター 

（ヤングジョブとやま） 

（現地視察） 
若年者にターゲットを絞ったワンストッ
プ型の就業支援について 

富山県創業支援センター 

SCOP TOYAMA 

（現地視察・オンライン視察） 

県施設を利活用した総括的な創業・
移住促進住宅について 

先進地視察の実施（11～12 月） 
 

研究テーマに基づく実際の取組を知るため、

現地視察とオンライン視察を実施しました。視

察先の選定やアポイント等についても塾生が

行いました。各グループともに行政のみならず、

民間団体への視察も行い、幅広く知見を深め

ました。この取組を通し、塾生同士の連携・つ

ながりをさらに深めることができました。 

１班は、転出した若年層が地元に戻ってこない状況を改善するため、創業・就業支援の両面か

ら施策を提案。創業・就業支援の取組を行っている団体を中心に、先進事例の視察を行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班（創業・就業支援による若者が住みたいまちの実現）  

ヤングジョブとやま外観 

SCOP TOYAMA 視察 集合写真 
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長野市役所（現地視察） 
長野地域連携中枢都市圏と移住・定住促
進事業について 

認定 NPO法人ふるさと回帰 

支援センター 

（現地視察） 
全国で連携した移住・定住促進施策につ
いて 

 

２班は、転入者を増やし、地域に活力を与えるため、「居住支援」「就労支援」「情報発信」の３面

から移住促進策を提案。先進的な移住・定住促進事業を行っている団体を中心に、先進事例の

視察を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

２班（こおりやま広域圏内への移住の促進）  

長野市街並み 

ふるさと回帰支援センター視察 

集合写真 
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昨年７月の開講式以降、こおりやま広域圏として取り組み

たいと考える新たな政策の提案に向け、議論を重ねるととも

にテーマに関する先進地視察を行い、研究を進めて参りまし

た。 

７か月間の活動を振り返りますと、塾生同士が同じ目標に

向かって議論を重ねる貴重な経験をすることができました。こ

の経験を活かし、所属自治体やこおりやま広域圏に貢献して

いきたいと思います。通常の業務もある中、塾生を快く送り出

し、支えて下さった職場の皆様、ご協力をいただきました視察

先の皆様及び事務局の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

 

報告会

将来を担う若手職員による政策提言！！ 
 

７月に研究塾が開講して以降、約７か月間

におよぶ調査研究、先進地視察を行ってきた

成果について、１月 27 日に市町村長を始め、

職員、関係団体等に広く公表しました。こおり

やま広域圏各市町村をオンライン（Zoom・

YouTube による同時配信）で繋ぎ、対面とオン

ライン併用で実施しました。 

今年度は、「こおりやま広域圏が抱える人

口減少に着目した移住・定住について」を研究

分野とし、１班は、「創業・就業支援による若者

が住みたいまちの実現」、２班は、「こおりやま

広域圏内への移住の促進」をテーマに政策提

言を行いました。報告会を迎えるまで、リハー

サルを重ね、内容だけでなく、誰もが興味を抱

くようなプレゼンテーションとなるよう工夫を凝

らしました。

代表挨拶 【大玉村 辻本 友也 さん】 

集合写真 

発表の様子 
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有償インターンのような形で個人事業

主のもとで、事業の進め方などを学

び、創業の準備を行う。 

提案概要 

〇課題 

転出した若年層が地元に戻ってこない状況を改善するため、創業・就業支援の両面から施策を

提案。 

〇提案内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班（創業・就業支援による若者が住みたいまちの実現）  

こおりやま広域圏の企業合同で「ユニ

ークな就活イベント」を首都圏で開催。

（例）人狼合同説明会、こおりやまの

虎、逆合同説明会 
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〇課題 

直近 10 年間広域圏内において、転出超過が続いていることから、転入者を増やし、地域に活

力を与えるため、「居住支援」「就労支援」「情報発信」の３面から移住促進策を提案。 

〇提案内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇目標 

   

２班（こおりやま広域圏内への移住の促進）  

※各班の提案内容詳細は、別紙をご参照願います。 
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Ｌｏｏｋ Ｂacｋ 研究塾を振り返って 
 

研究塾が終わり、今の心境や活動期間を振り返っての様々な意見を聞かせてもらい

ました。

 

 

― チャレンジ研究塾に応募したきっかけを教えてください。

●数年前から興味がありましたが、業務の都合

上参加を見送ってきました。今回良い機会だ

と感じ、さらなるスキルアップ、自己成長のた

め参加を決意しました。 

●他市町村職員との定期的な討議を通して、一

つの成果品を創り上げることは滅多にないこ

とだと思い、参加しました。 

●他自治体のことを知るのに良い機会だと考え

たから。 

●職場から参加の誘いがあったため、よい機会

だと思い、参加しました。 

― 実際に研究塾に参加してどうでしたか？ 

●他市町村の職員との交流、パワポの資料作

成、提案など普段の仕事では経験できないこ

とができた。 

 

●複数人で一つの報告書・政策を提案する流れ

を学ぶことができた。 

 

●班員とお互いの自治体の情報を交換する機

会が多く、とても有意義な時間を過ごすことが

できました。 

 

 

 

 

 

●普段の業務では触れない分野について深く学

ぶことで、現在の業務について新たな視点で

考えることができるようになった。 

 

●意見の集約や調整に苦労することがあったが、

他自治体の職員と交流をする機会は貴重だっ

た。 

 

●他自治体にて討議を行い、自治体それぞれの

雰囲気を感じることができ、良い経験となった。 
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― 先進地視察の感想を教えてください。

●アポイントメントから質問内容の精査、実際の

政策内容やまちづくりの調査等、現地視察で

学ぶことは大変多かった。 

 

●現地視察では一泊二日で三箇所も視察する

ことができ、とても充実していました。ただ、視

察までの計画や準備がスムーズにはいかず、

もう少し時間に余裕をもって計画的に進めら

れれば良かったと思います。 

●自分達で先進地を決め、その視察場所に赴き、

知識を得る機会は通常業務では得られない

機会のため大変勉強になった。 

 

●現地視察により、目的地に向かいながら先進

地の街並みや雰囲気を実際に感じることがで

きました。 

 

― この経験をどのように活かしていきたいですか？

●これまで主観的に物事を考えていましたが、

研究塾を通じて客観的な意見を出すこと、意

見を出すために情報収集を幅広く行えたこと

は成長できた点に挙げられると思います。 

●研究塾の活動をきちんとこなしていけるか不

安でしたが、班員の皆さんや職場の方の力を

借りながら最後までやり遂げることができまし

た。今回の経験を活かし、まずは自分が所属

している自治体の発展に貢献できるよう、尽

力していきたいです。 

●メンバーとの意見交換を行い、他市町村の良

い点悪い点を知ることができたので、それを糧

に所属する自治体でも意見、提案をしていけ

たらと思う。 

 

●他自治体職員とのつながりやプレゼンの実践

の経験ができ、勉強になりました。楽しかった

です。ここでできた縁を大切にして、今後も業

務に励みます。 

 

●今回の研究塾を通して自治体の様々な問題

を調べる中で、こおりやま広域圏ひいては自

らの自治体の現状にも目を向けることとなり、

施策の在り方について学ぶ絶好の機会となり

ました。今後は、この経験を活かして現状、未

来に適した政策形成を心がけていきたいと感

じております。

― 皆さん、ありがとうございました。 

あらためて研究塾生の皆さん大変お疲れ様で

した。日頃の業務もある中での活動は大変だっ

たかと思いますが、研究塾での経験は、間違い

なく今後の皆さんの財産になると思います。また

７か月におよぶ研究塾に参加できたのも、職場

の理解があってのことと思いますので、この研究

塾を通して成長できたことを今後に活かしていた

だければ幸いです。この研究塾で得られた『つな

がり』を大切にし、こおりやま広域圏の発展に寄

与できるような人材になることを期待しています。
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研究塾生名簿 

▼１班 創業・就業支援による若者が住みたいまちの実現 
No 市町村名 所属 職名 氏名 

1 須賀川市 経済環境部 商工課 主事 皆川 陽奈 

2 二本松市 総務部 税務課 主査 野地 和希 

3 田村市 総務部 総務課 主事 佐藤 隼斗 

4 本宮市 市民部 市民課 副主査 安齋 由麻 

5 大玉村 総務部 政策推進課 主事 辻本 友也 

6 猪苗代町 商工観光課 地域おこし協力隊 加藤 律樹 

 

▼２班 こおりやま広域圏内への移住の促進 
No 市町村名 所属 職名 氏名 

1 郡山市 保健福祉部 保健福祉総務課 主査 松尾 雄治 

2 須賀川市 経済環境部 商工課 主事 吉田 健人 

3 田村市 市民部 税務課 主事 佐藤 雄也 

4 鏡石町 税務町民課 主査 松崎 雅充 

5 天栄村 企画政策課 主事 森内 祐貴 

6 石川町 保健福祉課 栄養士 西間木 穂乃花 
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こおりやま広域圏チャレンジ「新発想」研究塾設置要綱 

（設置） 

第１条 住民ニーズを的確に捉え地域の魅力を高めた住民満足度の高いまちづくりを実現するため、

住民生活を直視し、新しい発想のもと知恵と工夫を活かした実効性のある施策の調査研究を行うとと

もに、こおりやま広域圏の若手職員の政策形成能力の向上に資するこおりやま広域圏チャレンジ「新

発想」研究塾（以下｢研究塾｣という。）を設置する。 

（調査研究事項等） 

第２条 研究塾は、広域連携により効果的に解決すべき課題について、次に掲げる事項を調査研究し、

その成果を郡山市長及びこおりやま広域圏各市町村長に報告する。 

(1) 住民福祉の増進につながる取組み 

(2) 自主的・自立的なまちづくりのための取組み 

(3) 先導性・モデル性のある取組み 

(4) こおりやま広域圏の発展に資する取組み 

(5) ICT利活用による取組み 

（組織） 

第３条 研究塾は、公募または各自治体の所属の長が推薦する研究塾生をもって構成する。 

２ 研究塾に代表及び副代表１人を置き、研究塾生の互選によって定める。 

３ 代表は、研究塾を代表し、会務を総理する。 

４ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 会議は、代表が招集し、代表が会議の座長となる。 

２ 代表は、特に必要があると認めるときは、研究塾生以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 

（研究班） 

第５条 研究塾に調査研究事項に応じ、専門的に調査研究を行うため、政策開発部長が定める数の研

究班を置く。 

２ 研究塾生は、いずれかの研究班の班員となる。 

３ 研究班に班長及び副班長１人を置き、班員の互選によって定める。 

４ 班長は、研究班を代表し、その事務を掌理する。 

５ 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 研究班の会議は、班長が招集し、班長が会議の座長となる。 

７ 班長は、特に必要があると認めるときは、会議に班員以外の者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

８ 班長は、関係課等の長に、調査研究上必要な資料等の提供を求めることができる。 
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（各課の協力） 

第６条 課等の長は、研究塾における調査研究の過程において、必要な説明、資料等の提供を求めら

れたときは、速やかにこれに応じるよう努めなければならない。 

（庶務） 

第７条 研究塾の庶務は、政策開発部政策開発課において処理する。 

（委任）第８条 この要綱に定めるもののほか、研究塾の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年８月 30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 11年４月 13日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18年４月 25日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20年７月 22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 22年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 25年６月 11日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 
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